
 

                平安町 町会だより ５月号      ５月 １０日 

 

  平安町の皆様、お元気でお過ごしのこととご推察申し上げます。 

 かってない感染病「新型コロナウイルス」の蔓延により、その拡散防止のため日常生活の自粛が 

 行われています。「緊急事態宣言」発出で国民各自の自主的規律を要請していますが、残念ながら 

 ３０％くらいの人が理解できず？従わない人のためにクラスター、集団感染が発生しています。 

  強制力のある罰則の強化された「非常事態宣言」、感染が拡大している諸外国ではすでに 

発令され、強制的に市民の行動を制限しています。世界に誇る民主主義国家「日本」は自らが 

行動を戒め、自粛が徹底することを願っています！ 皆様のご協力をお願いします。 

既に不要・不急ではなく、最大限の外出自粛が望まれています。今日の糧か、命かの選択です！ 

ご理解とご協力を頂き平安町からは感染者を出さないことを祈っています。（鶴見区３０人） 

 

 １．令和２年「法人 平安町町会」定期総会の開催状況について 

  「緊急事態宣言」の発出に伴い町会を挙げて自粛行動に従い、４月１８日（土）予定の総会を 

   ４月５日の新旧理事会・常任委員会（出席７８名）を濃密な会合にならないよう、二部制で行   

い会長より緊急提案があり、今後５日間の猶予の間に極力委任状を集めて頂き、会員の過半数

に達した時点で、この理事会の決議と合わせ総会に代えさせて頂く動議を賛成多数で決定しま

した。まさに町会の「緊急事態の選択」をさせて頂きました。１１日の時点で委任状過半数の

１，４８０枚の協力を得ましたので、「町会員の皆様へのお願い」を回覧・掲示板で広報    

１８日には合計１，９７９名の委任状（会員数 ２，８４８名）大きく過半数を超えました。 

    既に３月下旬より総会資料は全会員にお渡ししてあり総会の議案書もお渡し済です。 

   議題 １号議案 平成３１年４月～令和２年３月までの 会務報告 

      ２号議案 平成３１年４月～令和２年３月までの 会計報告・監査報告 

      ３号議案 規約改正について（役員の会長代行・副会長・会計補佐の新設） 

      ４号議案 令和２年度・３年度 役員改選 

      ５号議案 令和２年度 会務計画・予算案 

      ※すべて総会資料に掲載されております。前の説明の方法で可決されました。 

    質疑の中では４月５日の理事会をもって総会に代え、この席で総会の中止を決定せよ！ 

    の意見もありましたが、平安町は模範的な民主的な自治会です。法人規約に沿って最低限 

    民意を反映する処置をとらせて頂きました。再度ご理解をお願い致します。 

     ※出口の見えない状況の中、細心の注意と最善の支援活動を続けています。 

   ５月１０日の理事会は中止といたします。この理事会報告をもって代えさせて頂きます。 

   尚、今後の活動等の方針もありますので常任理事会は午前１０時より開催いたします。 

   （体調に不安のある方はご遠慮ください・マスク着用必須・入り口での消毒・間接体温の 

測定にご協力も必須です） 

  

 

  



 

 ２．５月の区 及び 町会関係活動の中止について 

   ① ５月１０日（日）理事会 （常任理事会は午前１０時より開催） 

 ② ５月１６日（土）三池公園・文化環境フェスティバル 

 ③ ５月２４日（日）中学生のための資源回収・鶴見クリーンキャンペーン 

 

 ３．令和２年度「九都県市一斉自転車マナーアップ強化月間」について 

   実 施 期 間  ５月１日（金）～５月３１日（日）まで １か月間 

   スローガン 「自転車も のれば車の なかまいり」 

   重 点 目 標 「自転車交通ルールの遵守とマナーの向上」 

         「自転車の損害賠償保険加入と点検整備の促進」 

     お問い合わせ TEL ０４５－５１０－１６８７ 

 

 ４．家具の転倒防止器具の取り付け代行について 

    地震災害に備えた家具の転倒防止器具、取り付けの代行をして頂けます 

    対象家庭 ① 同居者が６５歳以上の家庭 

         ② 身体障害者手帳の交付を受けている方    

         ③ 愛の手帳（療育手帳）の交付を受けている 

         ④ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている 

         ⑤ 介護保険法による要介護、又は要支援の認定を受けている 

         ⑥ 中学生以下 

    申し込み後、直接お伺いして最終的な申請書になります。 

    申込方法 TEL：０４５－２６２－０６６７ FAX：０４５－３１５－４０９９ 

           郵送 〒２３１－００３３ 横浜市中区長者町５－４９－１ 

           横浜市まちづくりセンター宛て  問合せ ０４５－６７１－３４５６ 

 

 ５．令和２年 各種募金及び会費納入について 世帯当たりの金額 

    日赤社資募金 ＠２２０円、 共同募金会 ＠２４０円、 年末助け合い ＠７０円 

    区社協会費 ＠３０円、 更生保護協会費 ＠１５円、 暴力団対策費 町２，０００円 

※ 町会費より一括して納入いたします（幹事さんの集金業務軽減） 

 

 ６．平安町「ふれあい食堂」、持ち帰り方式で続けています！「子ども支援活動」 

    第一・第三水曜日、１７：００～ 第二会館でお渡ししています。 

フードバンクや支援団体のご寄付で開催している、ボランティア活動です！ 

    ※ カレーライス   

子供（高校生まで）１００円、チョットしたお菓子付き。  

大人 ３００円 備蓄用の缶入りパンが付いてます。 

          

７．５月のコロナウイルス感染拡大防止による中止が決まった町活動 

   ＊ 美鈴サロン 第二会館（再開不明）  ＊ ビデオシアター 平安町会館（再開不明） 

   ＊ フリーふらっとへいあん 平安町会館（再開不明）  ＊ ボッチャ 平安町会館（再開不明） 

 

８．５月下旬から６月にかけての活動について、コロナウイルスの感染の状況により、中止の 

   決定をさせて頂きます。 

   状況によっては６月の理事会報告も月初めになる可能性があります、６月の中止になる 

   活動等を報告いたします。  




